
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレスチェックの実施義務が 50人未満事業場にも 

拡大へ 

◆来年通常国会に改正法案提出予定 

11 月６日に開催された労働政策審議会安全衛生分科会

に、50 人未満事業場へのストレスチェック実施を義務化

する案が示され、概ね了承されました。今後は厚生労働

省が報告書をまとめ、来年の通常国会に労働安全衛生法

の改正法案が提出される見通しとなっています。 

精神障害の労災支給決定件数が、ストレスチェック制度

の創設された 2014 年に比べ約２倍に増えている一方、50

人未満事業場ではメンタルヘルス対策に取り組む事業場

の割合が低い（令和５年労働安全衛生調査による）こと

から、実施義務の範囲が拡大されることとなりました。 

 

◆実施負担に配慮した施策が講じられる 

案では、実施結果の監督署への報告義務は課さない、

また、50 人以上の事業場における実施内容を一律に求め

ることは困難として、国が現実的で実効性のある実施体

制・実施方法についてのマニュアルを作成する、との方

向性が示されています。このほか、支援体制の整備等の

ため、施行までに十分な準備期間を設けるともされてい

ます。ちなみに、制度創設当時のスケジュールでは、改

正法公布（2014 年６月 25 日）から施行（2015 年 12 月

１日）を経て、１年以内（2016 年 11 月 30 日まで）に第

１回目を実施することとされました。 

 

◆「集団分析・職場環境改善」は努力義務 

ストレスチェック制度では、集団分析を実施し、その

結果を勘案して「当該集団の労働者の心理的な負担を軽

減するための適切な措置を講ずる」努力義務も課されて

いますが、50 人以上の事業場も含めて、義務とすること

は時期尚早」とされたため、義務化は見送られました。 

【厚生労働省「第 170 回労働政策審議会安全衛生分科会

（資料）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44958.html 
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連絡先：〒160－0023  

東京都新宿区西新宿 4-1-10-205 
社会保険労務士事務所ＮＫサポート 

電 話：03-6304-2745  

FAX：03-6304-2744 

ｅ－ｍａｉｌ： info@e-606.net 
  

 （い い 労 務） 

マイナ保険証の利用登録の解除について 

◆マイナ保険証の登録は解除できる 

12 月２日に迫った現行の健康保険証の廃止とマイ

ナ保険証への一本化に伴い、マイナンバーカードを取

得していない方やマイナンバーカードを健康保険証

として利用する登録をしていない方などには、保険者

から資格確認書が交付され、それを医療機関に提示す

ることにより、これまでと同様に保険医療が受けられ

ます。そして、いったんマイナンバーカードに健康保

険証の情報をひも付けた後で、情報漏洩が不安などの

理由により、その登録を解除した方にも資格確認書が

交付されます。当初、マイナ保険証の登録は原則とし

て解除できないことになっていましたが、2023 年に

政府は、利用登録自体が任意で行われることなどを踏

まえ、登録後の解除を認めることに方針変更しまし

た。 

 

◆マイナ保険証の登録解除の流れ 

その後、厚生労働省は、2024 年 10 月に「マイナ

保険証の利用登録解除の運用について」という保険者

向けの通知を出し、10 月 28 日から医療保険者等向け

中間サーバーで保険者からの解除申請の登録を受け

付けるので、保険者にも加入者からの解除申請の受付

を開始するよう求めました。皆さんの所属する保険者

のホームページに告知が出ているか確認してみまし

ょう。マイナ保険証の利用登録解除の全体の流れは、

次のとおりです。 

(1)加入者からの利用登録の解除申請の受付（加入者） 

(2)解除申請者に対する資格確認書の交付（保険者） 

(3)中間サーバーへの解除申請者の情報登録(保険者) 

(4)解除申請者の解除状況の確認（保険者） 

(1)の解除申請の受付は、加入者が申請書を保険者か

ら取り寄せ、書面で保険者に提出します。(2)の資格

確認書の交付は、12 月２日以降、利用登録の解除が

なされるまでの間に行います。なお、現行の健康保険

証は最長で令和７年 12 月１日まで使えるため、保険

者は、その有効期限が切れる前に、 

資格確認書を交付すれば良いとされています。会社

の担当者の方は、資格確認書の交付が事業主を通し

て行われるのかを保険者に確認すると良いでしょ

う。 

(3)で保険者は、中間サーバーで解除依頼の登録を

し、国はその翌月に登録を解除します。(4)で保険者

は、月次で各保険者に通知されるマイナ保険証の利

用登録状況を確認します。 

【厚生労働省「マイナ保険証の利用登録解除の運用

について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/00131

7966.pdf 

 

12月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

10 日 

〇源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

〇雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

〇特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

31 日 

〇健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

〇健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

〇労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

〇外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

〇固定資産税・都市計画税の納付＜第 3 期＞［郵便

局または銀行］ 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

〇年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰

延承認申請書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

〇給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配

偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申告書、

給与所得者の基礎控除申告書、所得金額調整控除に

係る申告書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場

合は、翌日になります。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44958.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001317966.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001317966.pdf

